
●新市の名称公募結果

皆様のご応募ありがとうございました
　1市2町全世帯への配布総数45,500件に対し、2,217件（4.87％）

の応募がありました。そのうち、有効票数2,076件の内訳については

次のとおりでした。

ー有効応募者数結果ー ー応募の多かった新市名称候補ー

▲愛知県知事に対する新市建設計画事業要望（1月13日）

▲第7回合併協議会（1月9日）



１
　
祖
父
江
町
、
平
和
町
及
び
稲
沢
中
島
広

域
事
務
組
合
の
一
般
職
の
職
員
は
、
す
べ
て

稲
沢
市
の
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す

る
。

２
　
祖
父
江
町
、
平
和
町
及
び
稲
沢
中
島
広

域
事
務
組
合
の
一
般
職
の
職
員
の
任
免
、
給

与
そ
の
他
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

稲
沢
市
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
公
正

に
取
扱
う
も
の
と
す
る
。 

な
お
、 

給
料
に

つ
い
て
は
、 

現
給
を
保
証
す
る
。

３
　
職
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
現

職
員
数
に
よ
る
こ
と
と
し
、 

合
併
後
に
定

員
管
理
の
適
正
化
に
努
め
る
。

４
　
一
般
職
の
職
員
に
係
る
職
名
、 

職
階
、 

服
務
、
給
与
そ
の
他
の
制
度
に
つ
い
て
は
、

稲
沢
市
の
制
度
を
基
本
と
し
て
調
整
の
上
、

合
併
時
に
統
一
す
る
。

協
議
第
７
号
　
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
に

つ
い
て

　
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

１
　
常
勤
の
特
別
職
（
教
育
長
を
含
む
。
）

の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
稲

沢
市
、
祖
父
江
町
及
び
平
和
町
の
長
が
別
に

協
議
し
て
定
め
る
。

２
　
常
勤
の
特
別
職
（
教
育
長
を
含
む
。
）

に
係
る
報
酬
及
び
費
用
弁
償
そ
の
他
の
取
扱

い
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
稲
沢
市
に
統
一

す
る
。

３
　
非
常
勤
の
特
別
職
に
係
る
報
酬
及
び
費

用
弁
償
そ
の
他
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
合

併
協
議
会
で
承
認
さ
れ
た
調
整
内
容
に
基
づ

き
、
合
併
時
に
調
整
す
る
。

協
議
第
８
号
　
条
例
・
規
則
等
の
取
扱
い
に

つ
い
て

　
稲
沢
市
の
現
行
の
条
例
・
規
則
等
を
適
用

す
る
。 

た
だ
し
、 

合
併
協
議
会
で
協
議 

・ 

承
認
さ
れ
た
各
種
事
務
事
業
等
の
調
整

内
容
を
踏
ま
え
て
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の

と
す
る
こ
と
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第
９
号
　
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て

　
一
部
事
務
組
合
、
協
議
会
、
事
務
委
託
及

び
土
地
開
発
公
社
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

１
　
一
部
事
務
組
合

 
 
 

稲
沢
中
島
広
域
事
務
組
合
に
つ
い
て
は
、

合
併
の
前
日
を
も
っ
て
解
散
し
、
新
市
が
そ

の
事
務
及
び
財
産
を
引
き
継
ぐ
。

 
 
 

愛
知
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合

に
つ
い
て
は
、
祖
父
江
町
及
び
平
和
町
が
、

合
併
の
前
日
を
も
っ
て
脱
退
す
る
。

 
 
 

尾
張
市
町
交
通
災
害
共
済
組
合
に
つ
い

て
は
、
祖
父
江
町
及
び
平
和
町
が
、
合
併
の

前
日
を
も
っ
て
脱
退
す
る
。

 
 
 

尾
張
農
業
共
済
事
務
組
合
に
つ
い
て
は
、

祖
父
江
町
及
び
平
和
町
が
、
合
併
の
前
日
を

も
っ
て
脱
退
す
る
。

２
　
協
議
会

 
 
 

尾
張
西
部
広
域
行
政
圏
協
議
会
に
つ
い

て
は
、
祖
父
江
町
及
び
平
和
町
が
、
合
併
の

前
日
を
も
っ
て
脱
退
す
る
。

 
 
 

中
島
地
方
教
育
事
務
協
議
会
に
つ
い
て

は
、
祖
父
江
町
及
び
平
和
町
が
、
合
併
の
前

日
を
も
っ
て
脱
退
す
る
。
合
併
後
に
お
け
る

関
係
事
務
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
、
関
係

団
体
と
協
議
の
上
、
合
併
ま
で
に
調
整
す
る
。

３
　
事
務
委
託

 
 
 

愛
知
県
に
対
す
る
公
務
災
害
補
償
等
認

定
委
員
会
及
び
公
務
災
害
補
償
等
審
査
会
の

事
務
の
委
託
に
つ
い
て
は
、
祖
父
江
町
、
平

和
町
及
び
稲
沢
中
島
広
域
事
務
組
合
が
、
合

併
の
前
日
を
も
っ
て
規
約
を
廃
止
す
る
。

 
 
 

愛
知
県
に
対
す
る
公
平
委
員
会
の
事
務

の
委
託
に
つ
い
て
は
、
祖
父
江
町
、
平
和
町

及
び
稲
沢
中
島
広
域
事
務
組
合
が
、
合
併
の

前
日
を
も
っ
て
規
約
を
廃
止
す
る
。

４
　
土
地
開
発
公
社

　
祖
父
江
町
及
び
平
和
町
が
、 

合
併
の
前

日
を
も
っ
て
尾
張
土
地
開
発
公
社
の
設
立
団

体
か
ら
脱
退
す
る
と
と
も
に
、
合
併
ま
で
に

調
整
の
上
、
稲
沢
市
土
地
開
発
公
社
を
新
市

の
土
地
開
発
公
社
と
し
て
存
続
さ
せ
る
。

第

６

回

協

議

会

の

内

容

▲稲沢中島広域事務組合消防本部
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第
６
回
協
議
会
が
、
昨
年 

 

月
４
日 

 

午

後
１
時 

 
分
か
ら
稲
沢
市
民
会
館
で
開
催
さ

れ
、
報
告
２
件
、
協
議 

 

件
、
提
案
２
件
が

議
題
と
な
り
ま
し
た
。
な
お
、 

 

月 
 

日 

（
臨
時
号
）
で
掲
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
は

省
略
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

【
報
告
事
項
】

報
告
第
２
号
　
事
務
組
織
及
び
機
構
に
関
す

る
具
体
的
な
検
討
状
況
に
つ
い
て

　
次
の
具
体
的
な
整
備
方
針
（
案
）
が
報
告

さ
れ
ま
し
た
。

１
　
地
方
自
治
法
第
１
５
５
条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
現
祖
父
江
町
役
場
に
祖
父
江

支
所
、
現
平
和
町
役
場
に
平
和
支
所
を
設
置

す
る
。

２
　
合
併
直
後
か
ら
当
面
の
間
、
支
所
の
組

織･

機
構
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
整
備
す

る
。

 
 
 

現
役
場
の
管
理
部
門
に
つ
い
て
は
、
順

次
本
庁
に
集
約
（
統
合
）
す
る
。

 
 
 

現
役
場
の
サ
ー
ビ
ス
部
門
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
支
所
に
配
置
す
る
。

３
　
合
併
後
の
業
務
量
の
変
化
や
地
域
住
民

の
利
用
動
向
を
踏
ま
え
て
、
毎
年
度
支
所
の

組
織
を
見
直
し
、
段
階
的
に
支
所
の
組
織
機

構
を
ス
リ
ム
化
す
る
。

【
協
議
事
項
】

協
議
第
６
号
　
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取

扱
い
に
つ
い
て

　
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
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必
要
に
応
じ
て
委
員
定
数
の
見
直
し
を
行

う
。

 
 
 

そ
の
設
置
目
的
に
照
ら
し
選
出
区
分
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
諮
問
機
関
等
に
つ

い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
選
出
区
分
の
見

直
し
を
行
う
。

３
　
合
併
に
伴
い
改
選
す
べ
き
委
員
の
人

選
に
つ
い
て
は
、
市
町
の
長
が
別
に
協
議

し
て
定
め
る
。

協
議
第 

 

号
　
補
助
金
・
交
付
金
等
の
取

扱
い
に
つ
い
て

　
補
助
金
・
交
付
金
等
は
、
従
来
か
ら
の

経
緯
、
実
情
等
に
配
慮
し
な
が
ら
、
原
則

と
し
て
次
の
区
分
に
よ
り
調
整
す
る
こ
と

で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

１
　
同
一
又
は
同
種
の
補
助
金
等
に
つ
い

て
は
、
そ
の
目
的
及
び
効
果
に
照
ら
し
て

適
正
な
水
準
に
統
一
す
る
。

２
　
稲
沢
市
、
祖
父
江
町
及
び
平
和
町
に

独
自
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
新
市
全

体
の
均
衡
を
保
つ
よ
う
に
調
整
す
る
。

３
　
類
似
目
的
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、

　
現
行
の
制
度
を
廃
止
し
、
合
併
後
、
新

市
に
お
い
て
表
彰
制
度
を
制
定
す
る
。
な

お
、
現
各
市
町
の
表
彰
者
は
、
新
市
に
継

承
す
る
。

協
議
第 

 

号
　
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て

　
公
共
的
団
体
等
に
つ
い
て
は
、
新
市
の

一
体
性
を
速
や
か
に
確
立
す
る
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
実
情
を
尊
重
し
な
が
ら
、
次
の

と
お
り
調
整
に
努
め
る
こ
と
で
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

１
　
事
業
目
的
が
各
市
町
に
共
通
す
る
団

体

 
 
 

一
体
性
を
保
つ
た
め
、
で
き
る
限
り
統

合
に
向
け
調
整
に
努
め
る
。
　
　

 
 
 

国
、
県
の
指
導
等
に
基
づ
き
設
置
さ
れ

た
団
体
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
の
助
言
、

指
導
等
を
も
と
に
調
整
す
る
。

２
　
独
自
の
事
業
目
的
を
持
つ
団
体

　
原
則
と
し
て
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る

が
、
独
自
性
を
尊
重
し
な
が
ら
そ
の
あ
り

方
に
つ
い
て
調
整
に
努
め
る
。

　合併の方式

　合併の期日

　新市の名称

　新市の事務所の位置 

　財産及び債務の取扱い　

　議会議員の定数及び任期の取扱い

　農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

　地域審議会の取扱い

　地方税の取扱い

　一般職の職員の身分の取扱い

　特別職の身分の取扱い　

　条例･規則等の取扱い

　事務組織及び機構の取扱い

　一部事務組合等の取扱い

　使用料･手数料等の取扱い

　諮問機関等の取扱い

　補助金･交付金等の取扱い

　町名･字名の取扱い

　慣行の取扱い

　行政区の取扱い

　公共的団体等の取扱い

　国民健康保険事業の取扱い

　介護保険事業の取扱い

　消防団の取扱い

　国際交流･広域交流事業の取扱い

　電算システム事業の取扱い

　広報広聴関係事業の取扱い

　納税関係事業の取扱い

　消防防災関係事業の取扱い

　交通関係事業の取扱い

　窓口業務の取扱い

　保健衛生事業の取扱い

　障害者福祉事業の取扱い

　高齢者福祉事業の取扱い

　児童福祉事業の取扱い

　保育事業の取扱い

　生活保護事業の取扱い

　その他の福祉事業の取扱い

　　●

　　●

　　◎

　　●

　　●

　　●

　　●

　　◎

　　●

　　●

　　●

　　●

　　●

　　●

　　●

　　●

　　●

　　◎

　　●

　　●

　　●

　　●

　　●

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

第７回協議会(H16.1.9)終了時点の状況

○提案中　◎協議中　●確認済

3

統
合
の
方
向
で
調
整
す
る
。

４
　
既
に
目
的
を
達
成
し
た
補
助
金
等
に

つ
い
て
は
、
廃
止
及
び
縮
減
の
方
向
で
調

整
す
る
。

協
議
第 

 

号
　
慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

１
　
市
章
、
市
旗

　
合
併
時
に
制
定
す
る
。

２
　
市
民
憲
章
、
市
の
花
・
木
等
、
市
の

歌
、
各
種
宣
言

　
現
行
の
制
度
を
廃
止
し
、
合
併
後
、
新

市
に
お
い
て
市
民
憲
章
、
市
の
花
・
木
等
、

市
の
歌
、
各
種
宣
言
を
制
定
す
る
。

３
　
名
誉
市
民
制
度

　
現
行
の
制
度
を
廃
止
し
、
合
併
後
、
新

市
に
お
い
て
名
誉
市
民
制
度
を
制
定
す
る
。

な
お
、
現
名
誉
市
町
民
は
、
新
市
に
継
承

す
る
。

４
　
表
彰
制
度

協
議
第 

 

号
　
使
用
料
・
手
数
料
等
の
取

扱
い
に
つ
い
て

　
使
用
料
・
手
数
料
等
に
つ
い
て
は
、
次

の
方
針
に
よ
り
調
整
す
る
こ
と
で
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

１
　
受
益
者
負
担
の
原
則
に
則
り
、
適
正

か
つ
応
分
の
負
担
と
な
る
よ
う
調
整
す
る
。

２
　
同
種
の
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
公
平

性
の
原
則
に
基
づ
き
、
サ
ー
ビ
ス
と
負
担

の
水
準
に
格
差
を
生
じ
な
い
よ
う
、
原
則

と
し
て
統
一
す
る
。

　
同
種
の
施
設
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

各
施
設
間
の
均
衡
を
考
慮
し
て
調
整
す
る
。

協
議
第 

 

号
　
諮
問
機
関
等
の
取
扱
い
に

つ
い
て

　
諮
問
機
関
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
諮
問
機
関
等
に
つ
い
て
は
、
稲
沢
市
に

統
一
の
上
、
簡
素
で
効
率
的
な
組
織
と
な

る
よ
う
実
態
を
考
慮
し
て
整
備
す
る
。
た

だ
し
、
稲
沢
市
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
諮

問
機
関
等
に
つ
い
て
は
、
同
様
に
そ
の
あ

り
方
を
調
整
の
上
、
合
併
後
に
設
置
す
る
。

１
　
諮
問
機
関
等
の
設
置

 
 
 

行
政
委
員
会 

（
委
員
） 

及
び
法
令
に

基
づ
く
附
属
機
関
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

に
統
一
す
る
。

 
 
 

そ
の
他
の
諮
問
機
関
等
に
つ
い
て
は
、

設
置
目
的
に
よ
り
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て

調
整
す
る
。

① 

同
種
又
は
類
似
の
諮
問
機
関
等
に
つ
い

て
は
、
合
併
時
に
統
一
（
集
約
）
す
る
。

② 

既
に
設
置
目
的
を
達
成
し
た
諮
問
機
関

等
に
つ
い
て
は
、
合
併
ま
で
に
廃
止
す
る
。

２
　
諮
問
機
関
等
の
委
員
構
成

 
 
 

合
併
に
よ
り
、
委
員
構
成
に
つ
い
て
地

域
性
を
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
諮
問
機
関

等
に
つ
い
て
は
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第

７

回

協

議

会

を

開

催

4

合併協議会は傍聴できます（定員は50名で、受付順です）

　合併協議会の会議は、原則として公開をしています。皆さんも傍聴してみてください。

■第９回協議会

と　き：平成16年3月13日(土)

　　　　午後１時30分から午後４時30分まで

ところ：稲沢市勤労福祉会館　第２･３会議室

内　容

・F群 （健康づくり事業の取扱い等15項目）の

　　　　調整案について協議

・新市建設計画について提案

■第１０回協議会

と　き：平成16年３月３０日(火)

　　　　午後１時30分から午後４時30分まで

ところ：稲沢市民会館　小ホール

内　容

・新市建設計画について協議

●合併協議会の詳しい内容は、ホームページでご覧になれます。

このカタログは環境にやさしい

大豆油インキを使用して印刷しています。

古紙配分率100％再生紙を使用しています。

　
第
７
回
協
議
会
が
、
１
月
９
日(

金)

午
後

１
時 

 

分
か
ら
稲
沢
市
民
会
館
で
開
催
さ
れ
、

報
告
１
件
、
協
議
５
件
及
び
提
案 

 

件
が
議

題
と
な
り
ま
し
た
。

【
協
議
事
項
】

協
議
第
１
号
　
新
市
の
名
称
に
つ
い
て

　
昨
年
実
施
さ
れ
た
公
募
結
果
を
参
考
に
、

応
募
票
数
上
位
５
位
ま
で
の
作
品
が
名
称
候

補
と
し
て
報
告
さ
れ
、
引
き
続
き
次
回
の
協

議
会
で
協
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

 

協
議
第
２
号
　
地
域
審
議
会
の
取
扱
い
に
つ

い
て

　
合
併
に
よ
っ
て
、
住
民
の
意
見
が
施
策
に

反
映
さ
れ
に
く
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い

っ
た
懸
念
に
対
応
す
る
地
域
審
議
会
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
、
次
回
の
協
議
会
で
協
議

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

協
議
第
３
号
　
町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
つ

い
て

　
稲
沢
市
に
お
け
る
町
の
名
称
及
び
区
域
は
、

現
行
の
と
お
り
と
し
、
祖
父
江
町
及
び
平
和

町
に
お
け
る
字
の
名
称
に
つ
い
て
は
「
大
字
」 

「
字
」
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、 

大
字
名

を
町
名
と
す
る
。
な
お
、
区
域
に
つ
い
て
は
、 

現
行
の
字
の
区
域
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
で

協
議
さ
れ
、
引
き
続
き
次
回
の
協
議 15

30

会
で
協
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

協
議
第
４
号
　
国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱

い
に
つ
い
て

　
稲
沢
市
、
祖
父
江
町
及
び
平
和
町
で
、
差

異
が
あ
る
国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
取
扱
う
も
の
と
す
る
こ
と
で
協

議
が
さ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

１
　
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
・
税
額
に
つ

い
て
は
、
合
併
年
度
は
、
合
併
前
の
市
町
に

よ
る
不
均
一
課
税
と
し
、
翌
年
度
以
降
は
、

稲
沢
市
の
税
率
・
税
額
を
基
に
応
益
割
合

（
均
等
割
及
び
平
等
割
に
よ
る
課
税
の
割
合
）

を 
 

％
以
上
と
す
る
税
率
・
税
額
を
算
定
の

上
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
現
祖
父
江
町
域
に

つ
い
て
は
、
平
成 

 

年
度
か
ら
平
成 

 

年
度

ま
で
の
５
年
度
間
、
不
均
一
課
税
を
実
施
し
、

税
負
担
の
急
激
な
変
化
を
段
階
的
に
調
整
す

る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税

の
本
算
定
月
及
び
納
期
数
に
つ
い
て
は
、
平

成 
 

年
度
か
ら
稲
沢
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。

２
　
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、
稲
沢
市
の
制

度
に
統
一
す
る
。

３
　
人
間
ド
ッ
ク
事
業
の
う
ち
、
検
診
方
法

及
び
項
目
に
つ
い
て
は
、
１
市
２
町
で
現
在

行
っ
て
い
る
方
法
を
参
考
に
受
診
者
が
選
択

で
き
る
制
度
と
す
る
。 

な
お
、 

受
診
者
負

担
額
は
、
３
割
と
す
る
。

４
　
国
民
健
康
保
険
事
業
基
金
に
つ
い
て
は
、

45
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合
併
時
ま
で
に
適
正
な
基
金
保
有
額
を
積
み

立
て
る
よ
う
に
努
力
し
、
新
市
に
引
き
継
ぐ

も
の
と
す
る
。

５
　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
繰
入
金
に
つ

い
て
は
、
不
均
一
課
税
に
伴
う
合
併
時
の
緩

和
措
置
に
よ
る
繰
入
金
を
除
き
、
稲
沢
市
の

繰
入
金
基
準
と
す
る
。

６
　
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
委
員
定

数
及
び
構
成
に
つ
い
て
は
、
稲
沢
市
の
例
に

よ
る
。
た
だ
し
、
合
併
後
当
分
の
間
、
被
保

険
者
を
代
表
す
る
委
員
の
選
出
に
つ
い
て
は
、

地
域
性
を
考
慮
し
、
決
定
す
る
。

協
議
第
５
号
　
介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い
に

つ
い
て

　
介
護
保
険
事
業
に
関
し
、 

稲
沢
市
、 

祖

父
江
町
及
び
平
和
町
で
差
異
の
あ
る
制
度
に

つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
扱
う
も
の
と
す

る
こ
と
で
協
議
が
さ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

１
　
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
稲

沢
市
、
祖
父
江
町
及
び
平
和
町
の
現
計
画
を

引
き
継
ぎ
、
新
市
に
お
い
て
所
要
の
見
直
し

を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
第
１
号
被
保
険
者
の
介
護
保
険
料
に
つ

い
て
は
、
平
成 

 

年
度
か
ら
稲
沢
市
の
保
険

料
に
統
一
し
、
保
険
料
の
賦
課
及
び
納
期
に

つ
い
て
は
、
稲
沢
市
の
制
度
に
統
一
す
る
も

の
と
す
る
。

３
　
介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
。

４
　
介
護
認
定
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
地
域

の
実
情
を
反
映
で
き
る
よ
う
見
直
し
を
行
う

も
の
と
す
る
。
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